
千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付要綱  

 

 （通則）  

第１条  千葉市中小企業人材育成研修費補助金（以下「補助金」という。）

の交付については、千葉市補助金等交付規則（昭和６０年千葉市規則第

８号。以下「規則」という。）の定めによるほか、この要綱の定めるとこ

ろによる。  

 

 （交付の目的）  

第２条  補助金は、中小企業者の経営者又はその従業員が業務に必要な技

術、技能又は知識の習得を図るために必要な研修（以下「当該研修」と

いう。）を利用する中小企業者又は当該研修を実施する共同団体に対し、

その経費の一部を補助することにより、市内の中小企業の人材育成を図

り、もって市の産業の振興に寄与することを目的とする。  

 

 （定義）  

第３条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当

該各号に定めるところによる。  

（１）中小企業者  中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条

に規定する中小企業者をいう。  

（２）共同団体  中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第１

８５号）第３条に規定する中小企業団体若しくは中小企業団体中央会、

商店振興組合法（昭和３７年法律第１４１号）第２条に規定する商店

街振興組合若しくは商店街振興組合連合会、一般社団法人若しくは一

般財団法人又は任意団体をいう。  

（３）任意団体  法人でない団体であって、団体の目的、組織、運営、事

業内容を明らかにする規約、規則などを備え、代表者が置かれ、事務

局の組織が整備されている団体をいう。  

（４）事業所  物の生産又は販売、サービスの提供等が事業として行われ

ている場所をいう。  

 

 

 



 （補助対象者）  

第４条  補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、

中小企業者又は共同団体であって、次の各号のいずれにも該当する者と

する。  

（１）中小企業者にあっては、市内に事業所を有し、当該事業所において

事業を行っていること、共同団体にあっては、市内に本社又は主たる

事業所があること。  

（２）市税の滞納がないこと。  

（３）中小企業者にあっては、受講料、教科書・教材費、その他当該研修

に要する経費の全額を研修費として当該中小企業者が負担し、受講す

る従業員又は経営者に負担させていないこと。共同団体にあっては、

その構成員が受講料、教科書、教材費、その他当該研修に関する経費

を受講する従業員又は経営者に負担させていないこと。  

（４）同一の研修について国、地方公共団体又はその他の機関から補助金

等を受けていないこと。ただし、賃金助成については補助金等に含ま

ないとする。  

（５）過去５年間に重大な法令違反等がないこと。  

（６）風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法

律第１２２号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定

する性風俗関連特殊営業、同条第１１項に規定する特定遊興飲食店営

業、同条第１３項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事

業を行っていないこと。  

（７）千葉市暴力団排除条例（平成２４年千葉市条例第３６号）第２条第

２号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第１

号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でない

こと。  

 

 （補助対象事業）  

第５条  補助対象者ごとの補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対

象事業」という。）、経費（以下「補助対象経費」という。）及び補助金額

は、別表１及び２（以下「別表」という。）に定めるとおりとする。  

 

 （交付の申請）  



第６条  規則第３条の規定による補助対象者ごとの補助金の交付の申請

は、別表に定めるとおりとする。  

  



（交付の条件）  

第７条  共同団体において規則第５条の規定により附する条件は、次に掲

げるとおりとする。  

（１）補助事業の内容又は経費の変更をする場合には、あらかじめ市長の

承認を受けること。  

（２）補助事業を中止し、又は廃止する場合にはあらかじめ、市長の承認

を受けること。  

（３）補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が

困難となった場合には、速やかに市長に報告し、その指示を受けるこ

と。  

 

 （交付決定通知）  

第８条  規則第６条の規定による補助対象者ごとの通知は、別表に定める

とおりとする。  

 

 （変更等の承認申請）  

第９条  共同団体において規則第５条第１号又は第２号の規定により承

認を受けようとするときは、千葉市中小企業人材育成研修費補助金変更

（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出するものとする。  

２  市長は、前項の規定による変更の申請があったときは、変更の内容を

調査し、千葉市中小企業人材育成研修費補助金変更（中止・廃止）承認

通知書（様式第３号の２）により通知するものとする。  

 

（実績報告）  

第１０条  共同団体において規則第１２条の規定により報告しようとす

るときは、市長が定める期日までに、千葉市中小企業人材育成研修費補

助金実績報告書（様式第４号）に別表に掲げる書類を添付して市長に提

出するものとする。  

 

 （額の確定）  

第１１条  共同団体において規則第１３条の規定による通知は、千葉市中

小企業人材育成研修費補助金額確定通知書（様式第５号）によるものと

する。  



 

 （補助金の交付）  

第１２条  規則第１６条第１項の規定による補助対象者ごとの補助金の交

付は、別表に定めるとおりとする。  

 

 （決定の取消通知）  

第１３条  規則第１７条第３項において準用する規則第６条の規定によ

る通知は、千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付決定取消通知書

（様式第７号）によるものとする。  

 

 （返還命令）  

第１４条  規則第１８条第１項又は第２項の規定による返還命令は、千葉

市中小企業人材育成研修費補助金返還命令書（様式第８号）によるもの

とする。  

 

 （雑則）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め

る。  

 

附  則  

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則  

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

  附  則  

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。  

  附  則  

１  この要綱は、令和４年９月２０日から施行する。  

２  この要綱の施行の際現に提出されている改正前の要綱の規定に基づい

て提出されている様式（次項において「旧様式」という。）は、改正後の

要綱の規定による様式とみなす。  

３  この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項



を調整して使用することができる。  

附  則  

１  この要綱は、令和５年４月１日から施行する。  

２  この要綱の施行の際現に提出されている改正前の要綱の規定に基づい

て提出されている様式（次項において「旧様式」という。）は、改正後の

要綱の規定による様式とみなす。  

３  この要綱の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項

を調整して使用することができる。  

 

 

  



別表１  

補 助 対 象 者 中小企業者  

補助対象事業 市内事業所に従事する従業員又は経営者に次の各号のいず

れかの研修等を受講させる事業で、かつ、申請日の属する年度

の４月１日から３月３１日までに修了している研修を対象と

する。  

（１）高度ポリテクセンター、千葉職業能力開発短期大学校（千

葉キャンパス・成田キャンパス）、ポリテクセンター千葉・

ポリテクセンター君津が開講する、企業を対象とした在職

者向けセミナー  

（２）千葉商工会議所が開講する、千葉商工会議所ビジネスス

クール  

（３）千葉県職業能力開発協会が開設する、研修及びセミナー 

補助対象経費 補助対象事業の受講料、教科書・教材費  

（補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まない） 

補 助 金 額 補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（１，０００円未満

の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てた額）を補助

対象者に交付する。  

ただし、市の予算の範囲内、かつ、一会計年度中の限度額は、

中小企業者１社当たり５万円とする。  

交付の申請  市長が定める期日までに千葉市中小企業人材育成 研修費補

助金交付申請書兼実績報告書兼請求書（様式第１号）に、次の

各号に掲げる書類を添付して市長に提出するものとする。  

 （１）商業・法人登記に関する履歴事項全部証明書（発行後３

か月以内のもの。個人事業主にあっては、個人事業の開

業・廃止等届出書等、代表者、屋号、事業所所在地等が分

かる資料）  

（２）補助対象事業に係る修了証書の写し（受講修了者全員分） 

（３）経費に係る領収書等（経費の内訳が分かるもの）の写し 

（４）中小企業者の従業員数が確認できる資料（資本金が中小

企業者の範囲を超えている場合のみ）  

（５）その他市長が必要と認める事項  



交付決定通知 

（兼額確定通知） 

（１）第６条の規定による申請があったときは、その内容を審

査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、規則

第６条及び第１３条の規定により千葉市中小企業人材育

成研修費補助金交付（不交付）決定兼額確定通知書（様式

第２号）をもって補助金の交付を決定するとともに、交付

額の確定をするものとする。  

（２）規則第４条３項の規定により、市長は、前号の審査の結

果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、千葉

市中小企業人材育成研修費補助金交付（不交付）決定兼額

確定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するもの

とする。  

補助金の交付 （１）規則第１６条第１項の規定による補助金の交付請求は、

第６条に規定する千葉市中小企業人材育成研修費補助金

交付申請書兼実績報告書兼請求書（様式第１号）の提出を

もって代える。  

（２）市長は、前号の規定による請求書の提出があったときは、

その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金

を交付するものとする。  



別表２  

補 助 対 象 者 共同団体（別表１の補助対象事業欄の（１）から（３）の研

修等を運営している団体を除く。）  

補助対象事業 次の各号をすべて満たす事業とする。  

（１）業務に必要な技術、技能又は知識の習得を図るために必

要な研修であること。  

（２）その構成員の従業員又は経営者に対して行う研修である

こと。  

（３）総受講者の半数以上が共同団体の構成員である中小企業

者の市内事業所に従事する従業員又は経営者であること。 

（４）通常の業務と区別できる研修であること。  

（５）補助金の交付の決定にかかる年度の４月１日から３月３

１日までに実施する研修であること。  

補助対象経費 報償費、交通費、消耗品費、食糧費、印刷製本費、通信運搬

費、手数料、広告料、保険料、委託料、使用料及び賃借料  

（補助対象経費には、消費税及び地方消費税相当額は含まない） 

補 助 金 額 

 

補助対象経費から当該補助金以外の収入を控除した額に２

分の１を乗じて得た額（１，０００円未満の端数が生じたとき

は、その端数金額を切り捨てた額）を補助対象者に交付する。 

ただし、市の予算の範囲内、かつ、一会計年度中の限度額は、

共同団体１団体当たり１０万円とする。  

交付の申請  市長が定める期日までに千葉市中小企業人材育成研修費補

助金交付申請書（様式第１号の２）に、次の各号に掲げる書類

を添付して、市長に提出しなければならない。  

  



 （１）商業・法人登記に関する履歴事項全部証明書（発行後

３か月以内のもの。任意団体にあっては、代表者名、団

体の目的、組織、運営、事業内容、事務局の組織及び所

在地が分かる規約、規則等）  

（２）補助対象事業の企画書又は開催通知等（事業の名称、

内容、日程、場所、指導員・講師名、受講予定者数が分

かるもの）  

（３）任意団体にあっては団体の収支内訳の分かるもの  

（４）団体案内又は団体の概要が分かるもの  

（５）その他市長が必要と認める事項  

交 付 決定 通 知 （１）規則第６条の規定による通知は、千葉市中小企業人材

育成研修費補助金交付（不交付）決定通知書（様式第２号の

２）によるものとする。  

（２）規則第４条３項の規定により、市長は、前号の審査の

結果、補助金を交付することが不適当と認めたときは、千葉

市中小企業人材育成研修費補助金交付（不交付）決定兼額確

定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとす

る。  

実 績 報 告 規則第１２条の規定により報告しようとするときは、市長

が定める期日までに、千葉市中小企業人材育成研修費補助金

実績報告書（様式第４号）に次の各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出するものとする。  

 （１）受講者名簿  

（２）研修の開催通知  

（３）経費に係る領収書（内訳が分かるもの）の写し  

（４）収入に係る確認書類（受講料、教科書・教材費の記載

がある受講案内等）の写し  

（５）その他市長が必要と認める事項  

補助金の交付 （１）規則第１６条第１項の規定により補助金の交付請求を

しようとするときには、千葉市中小企業人材育成研修費

補助金交付請求書（様式第６号）を市長に提出するもの

とする。  



（２）補助金は、請求書を受け取った日が属する月の翌月に

交付するものとする。ただし、市長がやむを得ない理由

があると認めたときはこの限りではない。  



様式第１号  

      年   月   日  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付申請書兼実績報告書兼請求書  

（あて先）千葉市長  

 

                  申  請  者  

           所 在 地            （※１）  

            氏名又は法人名 

                      及び代表者職氏名               （※２）  

                      生年月日（個人事業主の場合） 
（ ※ １ ） 個 人 事 業 主 の 場 合 、 事 業 所 所 在 地 、 事 業 主 住 所 地 の 両 方 を 記 入 し て く だ さ い  

（ ※ ２ ） 法 人 の 場 合 は 記 名 押 印 （ 代 表 者 印 ） し て く だ さ い 。  

法 人 以 外 で も 本 人 （ 代 表 者 ） が 手 書 き し な い 場 合 は 、 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  

             （連絡先電話番号）            （担当）       

           （連絡先メールアドレス）                         

                               @                       

   年度千葉市中小企業人材育成研修費補助金の交付を受けたいので、

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付要綱第６条の規定により、次の

とおり申請します。  

 

※複数の研修をまとめて申請できます。  

研
修 

研 修 等 主 催 者  

研 修 等 名 称  

研修等実施期間 
年   月   日～   年   月   日（  日間） 

研修等の一人当たり単価           円  

受 講 人 数           人  

研修等経費総額（A）           円（税抜き）  

交 付 申 請 額           円  

※研修等経費総額（ A）の１ /２（１ ,０００円未満の端数は切り

捨て）又は上限５万円のいずれか低い額。  

受 講 の 成 果 ※ 研 修 を 受 講 さ せ た 成 果 を ど の よ う に 活 用 し て い る か に つ い

て、事業主としての見解を記述してください。  

 

 



誓
約
欄 

□   

申請に当たり、当該研修において、「国・県及びその他機関から補助金

等の交付を受けないこと」かつ「研修に要する経費を受講する従業員

又は経営者に負担させていないこと」を誓約します。（□にチェックを

してください）  

同
意
欄 

□ 
申請に当たり、千葉市が当団体（個人事業主の場合、事業主本人）の

市税に関する課税・納税情報を調査することに同意します。（□にチェ

ックをしてください）  

振
込
先 

金融機関名  預金種別  口座番号  口座名義（ﾌﾘｶﾞ

ﾅ）  

銀行  

信用金庫  
普通  

当座  

  

本店・支店  

 

＜確認事項＞  

添付書類  

（１）履歴事項全部証明書  

（２）補助対象事業に係る修了証書の写し（受講修了者全員分）  

（３）経費に係る領収書等（経費の内訳が分かるもの）の写し  

（４）中小企業者の従業員数が確認できる資料（資本金が中小企業者の範

囲を超えている場合のみ）  

（５）補助金振込先情報が分かる資料（通帳のコピー等）  

  



様式第１号の２  

      年   月   日  

 

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付申請書  

（あて先）千葉市長  

 

                  申  請  者  

           所 在 地 

           団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名               （※）  

（ ※ ） 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  

             （連絡先電話番号）            （担当）       

           （連絡先メールアドレス）                         

                               @                       

                   

  年度千葉市中小企業人材育成研修費補助金の交付を受けたいので、千

葉市中小企業人材育成研修費補助金交付要綱第６条の規定により、次のと

おり申請します。  

記  

１  交付申請額               金          円  

 

２  団体の概要  

業 種   

資 本 金 又 は 出 資 額           円  

構 成 事 業 主 数 ( A )          社  

（ A）のうち中小企業者数（ B）          社  

（ B ） ／ （ A ）           ％  

 

３  研修名等  

研 修 等 名 称   

研 修 等 実 施 期 間  
  年   月   日～   年   月   日  

                  日間  

※複数の研修をまとめて申請できます。 



４  確認事項  

添 付 書 類  
（１）団体の履歴事項全部証明書  

（２）補助対象事業の企画書又は開催通知等（事業の名

称、内容、日程、場所、指導員・講師名、受講予定者

数が分かるもの） 

（３）任意団体にあっては団体の収支内訳の分かるもの 

（４）団体案内又は団体の概要が分かるもの 

  申請に当たり、当該研修において、「国・県及びその他機関から補助金等の交付

を受けないこと」かつ共同団体の構成員が「研修に要する経費を受講する従業

員又は経営者に負担させていないこと」を確認しています。（□にチェックをし

てください）  

  申請に当たり、千葉市が当団体の市税に関する課税・納税情報を調査すること

に同意します。（□にチェックをしてください）  

５  補助対象経費の内訳（すべて税抜き）  

経
費 

予算科目  予算額  予算額の内訳  

指導員  

・  

講師謝金  

円  

（例）講師名     単価×時間＝     円  

会場  

借上費  
円  

（例）会場名     単価×日数＝     円  

教科書  

及び  

教材費  

円  

（例）教科書名    単価×受講者数＝     円  

 

その他  

（具体的に記入） 
円  

 

合計（ C）  円   

収
入 

受講料  円  （例）受講料×受講者数＝         円  

教科書及

び教材代  
円  

（例）教科書名    単価×受講者数＝     円  

合計（ D）  円   

（ C）－（ D）                    円（ E）  

（ E）の１ /２か１０万円のいずれか低い額      円（ F）  

（ F）の 1,000 円未満切り捨て            円（ G）（交付申請額） 



６  団体構成員名簿  

番号  構成員の名称  代表者氏名  所在地  業種  中 小 企 業 

（例）  ○○株式会社  ○○  ○○  
千葉市○○区○○町

１－１  
○○業  ○  

１       

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

１０       

１１       

１２       

１３       

１４       

１５       

１６       

・団体の構成員全員を記入すること。  

・「中小企業」欄には、構成員が中小企業である場合「○」を記入すること。   



様式第２号  

千葉市指令   第    号  

 

                                                               

所 在 地 

           団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名                様  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付（不交付）決定兼額確定通知

書  

 

     年   月   日付け申請のあった千葉市中小企業人材育成研修

費補助金の交付について、次のとおり決定したので、千葉市補助金等交付

規則第４条、第６条及び第１３条の規定により通知する。  

 

  年   月   日  

 

千葉市長           印  

 

交 付 ・ 不 交 付 の 別 交付  ・  不交付  

交 付 申 請 額                    円  

補助金の交付決定額                     円  

補 助 金 の 確 定 額                    円  

不交付の場合の理由  

そ の 他  

審査請求について  

１  この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か  

 ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２  この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日  

 から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



様式第２号の２  

千葉市指令   第    号  

所 在 地 

           団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名                様  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付（不交付）決定通知書  

 

     年   月   日付け申請のあった千葉市中小企業人材育成研修

費補助金について、次のとおり交付（不交付）決定したので、千葉市補助

金等交付規則第６条の規定により通知する。  

 

  年   月   日  

 

千葉市長           印  

 

補助金の交付決定額                     円  

交 付 条 件  １  補助事業の内容又は経費の変更をする場合には、あ

らかじめ市長の承認を受けること。  

２  補助事業を中止し、又は廃止する場合にはあらかじ

め市長の承認を受けること。  

３  補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助

事業の遂行が困難となった場合には速やかに市長に

報告し、その指示を受けること。  

４  千葉市補助金等交付規則及びこの要綱を遵守すること。 

備 考   

審査請求について  

１  この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か  

 ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２  この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日  

 から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



様式第３号  

    年   月   日  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金変更（中止・廃止）承認申請書  

 

（あて先）千葉市長  

 

補助事業者  

                      所 在 地 

            団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名            （※）  

（ ※ ） 記 名 押 印 （ 代 表 者 印 ） し て く だ さ い 。  

             （連絡先電話番号）            （担当）       

           （連絡先メールアドレス）                         

                               @                       

                 

     年   月   日付け千葉市指令   第    号により補助金の

交付決定のあった千葉市中小企業人材育成研修費補助金を次のとおり変更

（中止・廃止）したいので、承認されますよう千葉市中小企業人材育成研

修費補助金交付要綱第９条第１項の規定により申請します。  

 

変 更 の 内 容  

変更前   

変更後   

変更（中止・廃止）の理由  

 

 

 

変更（中止・廃止 ）予定  

年  月  日  
     年    月    日  

添 付 書 類  

 

 



様式第３号の２  

千葉市指令   第    号  

 

所 在 地 

           団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名                様  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金変更（中止・廃止）承認通知書  

 

     年   月   日付け変更（中止・廃止）承認申請のあった千葉市

中小企業人材育成研修費補助金について、次のとおり承認したので、千葉

市中小企業人材育成研修費補助金交付要綱第９条第２項の規定により通知

する。  

 

    年   月   日  

 

千葉市長           印  

 

変更の内容  
変更前   

変更後   

変更（中止・廃止）の理由  

 

 

 

変更（中止・廃止）予定  

年  月  日  
     年    月    日  

備 考   

審査請求について  

１  この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か  

 ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２  この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日  

 から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



様式第４号  

  年   月   日  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金実績報告書  

（あて先）千葉市長  

 

補助事業者  

                      所 在 地 

            団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名               （※）  

（ ※ ） 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  
 

             （連絡先電話番号）            （担当）       

           （連絡先メールアドレス）                         

                               @                       

 

    年   月   日付け千葉市指令   第    号により補助金交

付決定（変更承認）のあった千葉市中小企業人材育成研修費補助金の実績

について、千葉市補助金等交付規則第１２条の規定により、次のとおり報

告いたします。  

記  

１  経費精算額  

研 修 等 主 催 者   

研 修 等 名 称   

研 修 等 実 施 期 間      年   月   日～     年   月   日       

                     日間   

交 付 決 定 額  円  

補 助 事 業 の 経 費 精 算 額  

（補助対象経費の 1/2、  

1,000 円未満切り捨て）  

円  

 

 

 



２  確認事項  

添 付 書 類  （１）研修の開催通知  

（２）経費に係る確認書類の写し  

（３）収入に係る確認書類の写し  

  報告の内容に虚偽がないことを誓約します。なお、この報告に虚偽

があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかっ

たことが判明した場合には、補助金を取り消されるなど当方が不利

益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。（□にチェッ

クをしてください）  

３  補助対象経費の内訳（すべて税抜き）  

経
費 

決算科目  決算額  決算額の内訳  

指導員  

・  

講師謝金  

円  

（例）講師名     単価×時間＝     円  

会場  

借上費  
円  

（例）会場名     単価×日数＝     円  

教科書  

及び  

教材費  

円  

（例）教科書名    単価×受講者数＝     円  

 

その他  

（具体的に記入） 
円  

 

合計（ G）  円   

収
入 

受講料  円  

（例）受講料×受講者数＝         円  

教科書及

び教材代  
円  

（例）教科書名    単価×受講者数＝     円  

合計（ H）  円   

（ G）－（ H）                     円（ I）  

（ I）の１ /２か１０万円のいずれか低い額        円（ J）  

（ J）の 1,000 円未満切り捨て             円（ K）（経費精算額） 



４  受講者名簿  

番号  受講者氏名  
派遣元  

事業所名  

勤務する場所 

（市町村

名）  

中小  

企業  
備考  

例１  ○○  ○○  ○○株式会社  ××市  ○   

例２  ○○  ○○  ●●株式会社  △△市  ○  市外  

例３  ○○  ○○  □□株式会社  ■■市   大企業  

１       

２       

３       

４       

５       

６       

７       

８       

９       

１０       

１１       

１２       

１３       

１４       

・研修の受講者全員を記入すること。  

・「勤務する場所が市外の者」及び「大企業に従事する者」がいる場合は、

「備考」欄に注記すること。  

・「中小企業」欄には、構成員が中小企業である場合「○」を記入すること。  

※  総受講者の半数以上が共同団体の構成員である中小企業者の市内事業

所に従事する従業員又は経営者であること  



 

様式第５号  

千葉市達   第    号  

 

所 在 地 

           団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名                様  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金額確定通知書  

 

     年   月   日付け千葉市中小企業人材育成研修費補助金実績

報告書により、     年度の千葉市中小企業人材育成研修費補助金額を

次のとおり確定したので、千葉市補助金等交付規則第１３条の規定により

通知します。  

 

 

    年   月   日  

 

千葉市長           印  

 

補 助 金 の 交 付 決 定 額                     円  

補助事業の経費精算額                     円  

補 助 金 の 確 定 額                     円  

備 考  
 

 

 

 

審査請求について  

１  この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か  

 ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２  この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日  

 から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。



様式第６号  

    年   月   日  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付請求書  

 

（あて先）千葉市長  

 

補助事業者  

                      所 在 地 

            団体（法人）名 

                      及び代表者職氏名               （※）  

（ ※ ） 法 人 の 場 合 は 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  
法 人 以 外 で も 本 人 （ 代 表 者 ） が 手 書 き し な い 場 合 は 、 記 名 押 印 し て く だ さ い 。  

             （連絡先電話番号）            （担当）       

           （連絡先メールアドレス）                         

                               @                       

 

    年  月  日付け千葉市達   第   号千葉市中小企業人材育成

研修費補助金額確定通知書により確定した補助金の交付について、千葉市

補助金等交付規則第１６条第１項の規定により、次のとおり請求します。  

 

１  請求金額       金        円  

 

２  振込先  

金融機関名  

 

預金種類  

 

口座番号  

 

口座名義 （フリガナ ）  

 

銀   行  

信用金庫  
普通  

当座  

  

本・支店  

 

３  添付資料  振込先口座情報がわかる資料（通帳のコピー等）  



様式第７号  

千葉市達   第    号  

 

所 在 地 

           法 人 名 

                      及び代表者職氏名                様  

 

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付決定取消通知書  

 

     年   月   日付け千葉市指令   第    号により通知した

千葉市中小企業人材育成研修費補助金交付決定の全部（一部）を次のとお

り取消したので、千葉市補助金等交付規則第１７条第３項において準用す

る第６条の規定により通知します。  

 

    年   月   日  

 

千葉市長           印  

 

補助金の交付決定額                       円  

取 消 額                       円  

取消後の交付決定額                       円  

取 消 の 理 由  
 

 

 

審査請求について  

１  この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か  

 ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２  この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日  

 から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  



様式第８号  

千葉市達   第    号  

 

所 在 地 

           法 人 名 

                      及び代表者職氏名                様  

 

千葉市中小企業人材育成研修費補助金返還命令書  

 

 

千 葉 市 補 助 金 等 交 付 規 則 第 １ ８ 条     の規定により、次のと

おり返還を命ずる。  

 

    年   月   日  

 

千葉市長           印  

 

補助金の交付決定額                         円  

補 助 金 の 既 交 付 額  
    年   月   日   交付         円  

             計          円  

補 助 金 の 確 定 額                         円  

返 還 す べ き 金 額                         円  

返 還 期 限          年    月    日まで  

返 還 を 命 ず る 理 由   

返 還 方 法  市長の発行する納入通知書による。  

審査請求について  

１  この処分についての審査請求は、この処分があったことを知った日の翌日か  

 ら起算して３か月以内に、千葉市長に対してすることができます。  

２  この処分の取消しを求める訴訟は、この処分があったことを知った日の翌日  

 から起算して６か月以内に、千葉市を被告として提起することができます。  

 

第１項  
 
第２項  


